
（改正後） 

第一号様式（第二条） 

その一 

 

受 付 

印 

（表）        

 

半島振興対策実施地域県税不均一課税に関する届出書      

（個人の事業税）     

年  月  日 

千葉県  県税事務所長 様 

住 所 

氏 名        

千葉県半島振興対策実施地域県税不均一課税条例第５条の規定により、次のとお

り届け出ます。 

① 届出に係る事業税のもととなる所得の発生した年 年 

② 新設し、又は増設した

設備に係る事業の種類、

事務所又は事業所の名称

及び所在地 

事 業 の 種 類  

事務所又は事業所の名称  

所 在 地  

③ ②の設備を新設し、又は増設した日 年  月  日 

④ ②の設備を事業の用に供した日 年  月  日 

⑤ ②の設備を構成する減

価償却資産（所得税法施

行令第６条第１号から第

７号までに掲げるものに

限る。）の取得価額 

種 類  取 得 価 額   

建物及びその附属設備 円 

構 築 物  

機 械 及 び 装 置  

車 両 及 び 運 搬 具  

工 具、器 具 及 び 備 品  

  

合 計  

⑥

 

従

 
 

業

 
 

者

 
 

の

 
 

数

 

区 分 

１月 

末日 

２月

末日 

３月

末日 

４月

末日 

５月

末日 

６月

末日 

７月

末日 

８月

末日 

９月

末日 

10月

末日 

11月

末日 

12 月 

末 日 

②の設備に直接従

事する従業者数 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 Ａ人

②の設備に係る事

務 職 員 等 の 数 

            

Ｂ 

県内に有する事務

所又は事業所に従

事する従業者で上

記以外のものの数 

            

Ｃ 

⑦ 

 課 税 

 標準額 

⑧ 

 不均一 

 あん分 

⑨あん分 

 課 税 

 標準額 

⑩     

 税 率 

 ( 年度) 

⑪あん分 

 税 額 

 ⑨×⑩ 

⑫ 

 本来の 

 税 額 

⑬ 

 不均一 

 税 額 

千円  千円  円 円 円 

   

⑭ 不均一課税による軽減額 ⑫－⑬ 円 

（改正前） 

第一号様式（第二条） 

 

その一 

 

受 付 

印 

（表）        

 

半島振興対策実施地域県税不均一課税に関する届出書      

（個人の事業税）     

年  月  日 

千葉県  県税事務所長 様 

住 所 

氏 名        ○印  

千葉県半島振興対策実施地域県税不均一課税条例第５条の規定により、次のとお

り届け出ます。 

① 届出に係る事業税のもととなる所得の発生した年 年 

② 新設し、又は増設した

設備に係る事業の種類、

事務所又は事業所の名称

及び所在地 

事 業 の 種 類  

事務所又は事業所の名称  

所 在 地  

③ ②の設備を新設し、又は増設した日 年  月  日 

④ ②の設備を事業の用に供した日 年  月  日 

⑤ ②の設備を構成する減

価償却資産（所得税法施

行令第６条第１号から第

７号までに掲げるものに

限る。）の取得価額 

種 類  取 得 価 額   

建物及びその附属設備 円 

構 築 物  

機 械 及 び 装 置  

車 両 及 び 運 搬 具  

工 具、器 具 及 び 備 品  

  

合 計  

⑥

 

従 
 

業

 
 

者

 
 

の

 
 

数

 

区 分 

１月 

末日 

２月

末日 

３月

末日 

４月

末日 

５月

末日 

６月

末日 

７月

末日 

８月

末日 

９月

末日 

10月

末日 

11月

末日 

12 月 

末 日 

②の設備に直接従

事する従業者数 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 Ａ人

②の設備に係る事

務 職 員 等 の 数 

            

Ｂ 

県内に有する事務

所又は事業所に従

事する従業者で上

記以外のものの数 

            

Ｃ 

⑦ 

 課 税 

 標準額 

⑧ 

 不均一 

 あん分 

⑨あん分 

 課 税 

 標準額 

⑩     

 税 率 

 ( 年度) 

⑪あん分 

 税 額 

 ⑨×⑩ 

⑫ 

 本来の 

 税 額 

⑬ 

 不均一 

 税 額 

千円  千円  円 円 円 

   

⑭ 不均一課税による軽減額 ⑫－⑬ 円 



（改正後） 

第一号様式（第二条） 

 

 

（裏） 

注 

１ この届出書は、事業の用に供した一の設備ごとに作成すること。 

２ 「住所」の欄には、主たる事務所又は事業所（以下「事務所等」という。）

の所在地（国内に主たる事務所等を有しない者にあっては、事業の経営の責任

者が主として執務する事務所等の所在地）を記載すること。 

３ 「⑥ 従業者の数」の欄には、県内に所在する事務所等の従業者の数を以下

の区分により各月ごとに記載し、「12月末日」の右の欄には、地方税法第72条

の54第２項の規定により計算した従業者の数を記載すること。 

(１) 「②の設備に直接従事する従業者数」とは、②の設備に従事する従業者

のうち、不均一課税の対象となる事業に直接従事している従業者数をいうこ

と。 

(２) 「②の設備に係る事務職員等の数」とは、②の設備に従事する従業者の

うち、販売・営業等に従事する事務職員等の数をいい、②の設備に係る従業

者数から、「②の設備に直接従事する従業者数」を控除した数を記載するこ

と。 

(３) 「県内に有する事務所又は事業所に従事する従業者で上記以外のものの

数」とは、県内に所在する事務所等に従事する従業者の数の合計から、②の

設備に係る従業者数（直接従事者及び事務職員等）を控除した数をいうこ

と。 

４ 「⑦ 課税標準額」の欄には、事業税の課税標準額（２以上の都道府県に事

務所等を有する個人にあっては、地方税法第72条の54の規定による分割後の課

税標準額）を記載すること。 

５ 「⑧ 不均一あん分」の欄には、「⑥ 従業者の数」の欄中Ａ、Ｂ及びＣの

数の合計に占めるＡの数の割合を分数で記載すること。 

６ 「⑨ あん分課税標準額」の欄中、上段には「⑦ 課税標準額」の欄の金額

に「⑧ 不均一あん分」の割合を乗じた金額を、下段には「⑦ 課税標準額」

の欄の金額に１から「⑧ 不均一あん分」の欄の数を減じた数の割合を乗じた

金額を記載するものとし、その金額に千円未満の端数があるとき、又はその全

額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てること。 

７ 「⑩ 税率」の欄中、上段には不均一課税に係る税率として千葉県半島振興

対策実施地域県税不均一課税条例第２条各号に定める税率を、下段には不均一

課税を行わない場合に適用される税率を記載すること。 

８ 「⑪ あん分税額」の欄中、上段には「⑨ あん分課税標準額」の欄の上段

の金額に「⑩ 税率」の欄の上段の率を乗じた金額を、下段には「⑨ あん分

課税標準額」の欄の下段の金額に「⑩ 税率」の欄の下段の率を乗じた金額を

それぞれ記載するものとし、それらの金額に百円未満の端数があるとき、又は

それらの全額が百円未満であるときは、それらの端数金額又はそれらの全額を

切り捨てること。 

９ 「⑫ 本来の税額」の欄には、不均一課税を行わない場合に納付することと

なる税額を記載すること。 

10 「⑬ 不均一税額」の欄には、「⑪ あん分税額」の欄の上段と下段の金額

を合計した金額を記載すること。 

11 この届出書に千葉県半島振興対策実施地域県税不均一課税条例施行規則第２

条各号に掲げる書類を添付して提出すること。 

 

（改正前） 

第一号様式（第二条） 

 

 

（裏） 

注 

１ この届出書は、事業の用に供した一の設備ごとに作成すること。 

２ 「住所」の欄には、主たる事務所又は事業所（以下「事務所等」という。）

の所在地（国内に主たる事務所等を有しない者にあっては、事業の経営の責任

者が主として執務する事務所等の所在地）を記載すること。 

３ 「⑥ 従業者の数」の欄には、県内に所在する事務所等の従業者の数を以下

の区分により各月ごとに記載し、「12月末日」の右の欄には、地方税法第72条

の54第２項の規定により計算した従業者の数を記載すること。 

(１) 「②の設備に直接従事する従業者数」とは、②の設備に従事する従業者

のうち、不均一課税の対象となる事業に直接従事している従業者数をいうこ

と。 

(２) 「②の設備に係る事務職員等の数」とは、②の設備に従事する従業者の

うち、販売・営業等に従事する事務職員等の数をいい、②の設備に係る従業

者数から、「②の設備に直接従事する従業者数」を控除した数を記載するこ

と。 

(３) 「県内に有する事務所又は事業所に従事する従業者で上記以外のものの

数」とは、県内に所在する事務所等に従事する従業者の数の合計から、②の

設備に係る従業者数（直接従事者及び事務職員等）を控除した数をいうこ

と。 

４ 「⑦ 課税標準額」の欄には、事業税の課税標準額（２以上の都道府県に事

務所等を有する個人にあっては、地方税法第72条の54の規定による分割後の課

税標準額）を記載すること。 

５ 「⑧ 不均一あん分」の欄には、「⑥ 従業者の数」の欄中Ａ、Ｂ及びＣの

数の合計に占めるＡの数の割合を分数で記載すること。 

６ 「⑨ あん分課税標準額」の欄中、上段には「⑦ 課税標準額」の欄の金額

に「⑧ 不均一あん分」の割合を乗じた金額を、下段には「⑦ 課税標準額」

の欄の金額に１から「⑧ 不均一あん分」の欄の数を減じた数の割合を乗じた

金額を記載するものとし、その金額に千円未満の端数があるとき、又はその全

額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てること。 

７ 「⑩ 税率」の欄中、上段には不均一課税に係る税率として千葉県半島振興

対策実施地域県税不均一課税条例第２条各号に定める税率を、下段には不均一

課税を行わない場合に適用される税率を記載すること。 

８ 「⑪ あん分税額」の欄中、上段には「⑨ あん分課税標準額」の欄の上段

の金額に「⑩ 税率」の欄の上段の率を乗じた金額を、下段には「⑨ あん分

課税標準額」の欄の下段の金額に「⑩ 税率」の欄の下段の率を乗じた金額を

それぞれ記載するものとし、それらの金額に百円未満の端数があるとき、又は

それらの全額が百円未満であるときは、それらの端数金額又はそれらの全額を

切り捨てること。 

９ 「⑫ 本来の税額」の欄には、不均一課税を行わない場合に納付することと

なる税額を記載すること。 

10 「⑬ 不均一税額」の欄には、「⑪ あん分税額」の欄の上段と下段の金額

を合計した金額を記載すること。 

11 この届出書に千葉県半島振興対策実施地域県税不均一課税条例施行規則第２

条各号に掲げる書類を添付して提出すること。 

12 届出者は、氏名を自署することにより、押印を省略することができる。 



（改正後） 

第一号様式（第二条） 

その二 

 

 
 

受付印 

 

（表）       

 

半島振興対策実施地域県税不均一課税に関する届出書      

（法人の事業税）     

年  月  日  

千葉県  県税事務所長 様 

所  在  地 

名    称 

代表者の氏名          

千葉県半島振興対策実施地域県税不均一課税条例第５条の規定により、次のとお

り届け出ます。 

① 事 業 年 度 年  月  日から   年  月  日まで 

② 新設し、又は増設し

た設備に係る事業の種

類、事務所又は事業所

の 名 称 及 び 所 在 地 

事 業 の 種 類  

事務所又は事業所の名称  

所 在 地  

③ ②の設備を新設し、又は増設した日 年  月  日 

④ ②の設備を事業の用に供した日 年  月  日 

⑤ ②の設備を構成する

減価償却資産（法人税

法施行令第13条第１号

から第７号までに掲げ

るものに限る。）の取

得 価 額 

種 類 取  得  価  額 

建物及びその附属設備 円 

構 築 物  

機 械 及 び 装 置  

車 両 及 び 運 搬 具  

工 具、器 具 及 び 備 品  

  

合 計  

⑥

従

業

者

の

数

 

区 分 

 月 

末日 

 月 

末日 

 月 

末日 

 月 

末日 

 月 

末日 

 月 

末日 

 月 

末日 

 月 

末日 

 月 

末日 

 月 

末日 

 月 

末日 

事業年度 

末  日 

②の設備に直接従

事する従業者数 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 Ａ人 

②の設備に係る事

務 職 員 等 の 数 

            

Ｂ  

県内に有する事務

所又は事業所に従

事する従業者で上

記以外のものの数 

            

Ｃ  

⑦

固

定

資

産 

②の設備に係る固定資産の価額 Ｄ    円 

県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額（主たる事業

が電気供給業又はガス供給業である法人にあっては、当該固定

資産の価額のうち製造事業用の設備に係る固定資産の価額） 

Ｅ    円 

摘 要 

⑧   

課 税 

標準額 

⑨   

不均一

あん分 

⑩あん

分課税

標準額 

⑪   

税 率 

( 年度) 

⑫あん

分税額

⑩×⑪ 

⑬   

本来の

税 額 

⑭   

不均一

税 額 

⑮軽減

税 額 

⑬－⑭ 

所

得

金

額

等 

⑯年400万円以

下 の 金 額 

千円 

 

千円  円 円 円 円 

   

⑰年400万円を

超え年800万円

以 下 の 金 額 

  

   

   

   

⑱年800万円を

超 え る 金 額 

  

   

   

   

計⑯＋⑰＋⑱        

⑳ 

⑲軽減税率不適

用法人の金額 

  

   

  

○21  

   

○22  不均一課税による軽減額 ⑳又は○21  円 

（改正前） 

第一号様式（第二条） 

その二 

 

 
 

受付印 

 

（表）       

 

半島振興対策実施地域県税不均一課税に関する届出書      

（法人の事業税）     

年  月  日  

千葉県  県税事務所長 様 

所  在  地 

名    称 

代表者の氏名        ○
印
  

千葉県半島振興対策実施地域県税不均一課税条例第５条の規定により、次のとお

り届け出ます。 

① 事 業 年 度 年  月  日から   年  月  日まで 

② 新設し、又は増設し

た設備に係る事業の種

類、事務所又は事業所

の 名 称 及 び 所 在 地 

事 業 の 種 類  

事務所又は事業所の名称  

所 在 地  

③ ②の設備を新設し、又は増設した日 年  月  日 

④ ②の設備を事業の用に供した日 年  月  日 

⑤ ②の設備を構成する

減価償却資産（法人税

法施行令第13条第１号

から第７号までに掲げ

るものに限る。）の取

得 価 額 

種 類 取  得  価  額 

建物及びその附属設備 円 

構 築 物  

機 械 及 び 装 置  

車 両 及 び 運 搬 具  

工 具、器 具 及 び 備 品  

  

合 計  

⑥

従

業

者

の

数

 

区 分 

 月 

末日 

 月 

末日 

 月 

末日 

 月 

末日 

 月 

末日 

 月 

末日 

 月 

末日 

 月 

末日 

 月 

末日 

 月 

末日 

 月 

末日 

事業年度 

末  日 

②の設備に直接従

事する従業者数 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 Ａ人 

②の設備に係る事

務 職 員 等 の 数 

            

Ｂ  

県内に有する事務

所又は事業所に従

事する従業者で上

記以外のものの数 

            

Ｃ  

⑦

固

定

資

産 

②の設備に係る固定資産の価額 Ｄ    円 

県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額（主たる事業

が電気供給業又はガス供給業である法人にあっては、当該固定

資産の価額のうち製造事業用の設備に係る固定資産の価額） 

Ｅ    円 

摘 要 

⑧   

課 税 

標準額 

⑨   

不均一

あん分 

⑩あん

分課税

標準額 

⑪   

税 率 

( 年度) 

⑫あん

分税額

⑩×⑪ 

⑬   

本来の

税 額 

⑭   

不均一

税 額 

⑮軽減

税 額 

⑬－⑭ 

所

得

金

額

等

 

⑯年400万円以

下 の 金 額 

千円 

 

千円  円 円 円 円 

   

⑰年400万円を

超え年800万円

以 下 の 金 額 

  

   

   

   

⑱年800万円を

超 え る 金 額 

  

   

   

   

計⑯＋⑰＋⑱        

⑳ 

⑲軽減税率不適

用法人の金額 

  

   

  

○21  

   

○22  不均一課税による軽減額 ⑳又は○21  円 



（改正後） 

第一号様式（第二条） 

 

（裏） 

注 

１ この届出書は、事業の用に供した一の設備ごとに作成すること。 

２ 「所在地」の欄には、主たる事務所又は事業所（以下「事務所等」とい

う。）の所在地（外国法人にあっては、事業の経営の責任者が主として執務す

る事務所等の所在地）を記載すること。 

３ 「① 事業年度」の欄には、不均一課税を受けようとする事業税に係る事業

年度を記載すること。 

４ 「⑥ 従業者の数」の欄は、主たる事業が電気供給業（小売電気事業を除

く。以下同じ。）、ガス供給業又は倉庫業の法人以外の法人が使用し、県内に所

在する事務所等の従業者の数を以下の区分により各月ごとに記載するととも

に、「事業年度末日」の右の欄には、地方税法第72条の48の規定により計算し

た従業者の数を記載すること。 

(１) 「②の設備に直接従事する従業者数」とは、②の設備に従事する従業者

のうち、不均一課税の対象となる事業に直接従事している従業者数をいうこ

と。 

(２) 「②の設備に係る事務職員等の数」とは、②の設備に従事する従業者の

うち、販売・営業等に従事する事務職員等の数をいい、②の設備に係る従業

者数から、「②の設備に直接従事する従業者数」を控除した数を記載するこ

と。 

(３) 「県内に有する事務所又は事業所に従事する従業者で上記以外のものの

数」とは、県内に所在する事務所等に従事する従業者の数の合計から、②の

設備に係る従業者数（直接従事者及び事務職員等）を控除した数をいうこ

と。 

５ 「⑦ 固定資産」の欄は、主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業

である法人が使用し、「②の設備に係る固定資産の価額」の欄には、特別償却

設備の価額に当該特別償却設備である家屋の敷地として不均一課税の対象とな

る土地の価額を加えた額を記載すること。 

６ 「⑧ 課税標準額」の欄には、事業税の課税標準額（２以上の都道府県に事

務所等を有する法人にあっては、地方税法第72条の48の規定による分割後の課

税標準額）を記載すること。 

７ 「⑨ 不均一あん分」の欄には、「⑥ 従業者の数」の欄中Ａ、Ｂ及びＣの

数の合計に占めるＡの数の割合又は「⑦ 固定資産」の欄中Ｅの金額に占める

Ｄの金額の割合を分数で記載すること。 

８ 「⑩ あん分課税標準額」の欄中、上段には「⑧ 課税標準額」の欄の金額

に「⑨ 不均一あん分」の割合を乗じた金額を、下段には「⑧ 課税標準額」

の欄の金額に１から「⑨ 不均一あん分」の欄の数を減じた数の割合を乗じた

金額を記載するものとし、その金額に千円未満の端数があるとき、又はその全

額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てること。 

９ 「⑪ 税率」の欄中、上段には不均一課税に係る税率として千葉県半島振興

対策実施地域県税不均一課税条例第２条各号に定める税率を、下段には不均一

課税を行わない場合に適用される税率を記載すること。 

10 「⑫ あん分税額」の欄中、上段には「⑩ あん分課税標準額」の欄の上段

の金額に「⑪ 税率」の欄の上段の率を乗じた金額を、下段には「⑩ あん分

課税標準額」の欄の下段の金額に「⑪ 税率」の欄の下段の率を乗じた金額を

それぞれ記載するものとし、それらの金額に百円未満の端数があるとき、又は

それらの全額が百円未満であるときは、それらの端数金額又はそれらの全額を

切り捨てること。 

11 「⑬ 本来の税額」の欄には、不均一課税を行わない場合に納付することと

なる税額を記載すること。 

12 「⑭ 不均一税額」の欄には、「⑫ あん分税額」の欄の上段と下段の金額

を合計した金額を記載すること。 

13 この届出書に千葉県半島振興対策実施地域県税不均一課税条例施行規則第２

条各号に掲げる書類を添付して提出すること。 

（改正前） 

第一号様式（第二条） 

 

（裏） 

注 

１ この届出書は、事業の用に供した一の設備ごとに作成すること。 

２ 「所在地」の欄には、主たる事務所又は事業所（以下「事務所等」とい

う。）の所在地（外国法人にあっては、事業の経営の責任者が主として執務す

る事務所等の所在地）を記載すること。 

３ 「① 事業年度」の欄には、不均一課税を受けようとする事業税に係る事業

年度を記載すること。 

４ 「⑥ 従業者の数」の欄は、主たる事業が電気供給業（小売電気事業を除

く。以下同じ。）、ガス供給業又は倉庫業の法人以外の法人が使用し、県内に所

在する事務所等の従業者の数を以下の区分により各月ごとに記載するととも

に、「事業年度末日」の右の欄には、地方税法第72条の48の規定により計算し

た従業者の数を記載すること。 

(１) 「②の設備に直接従事する従業者数」とは、②の設備に従事する従業者

のうち、不均一課税の対象となる事業に直接従事している従業者数をいうこ

と。 

(２) 「②の設備に係る事務職員等の数」とは、②の設備に従事する従業者の

うち、販売・営業等に従事する事務職員等の数をいい、②の設備に係る従業

者数から、「②の設備に直接従事する従業者数」を控除した数を記載するこ

と。 

(３) 「県内に有する事務所又は事業所に従事する従業者で上記以外のものの

数」とは、県内に所在する事務所等に従事する従業者の数の合計から、②の

設備に係る従業者数（直接従事者及び事務職員等）を控除した数をいうこ

と。 

５ 「⑦ 固定資産」の欄は、主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業

である法人が使用し、「②の設備に係る固定資産の価額」の欄には、特別償却

設備の価額に当該特別償却設備である家屋の敷地として不均一課税の対象とな

る土地の価額を加えた額を記載すること。 

６ 「⑧ 課税標準額」の欄には、事業税の課税標準額（２以上の都道府県に事

務所等を有する法人にあっては、地方税法第72条の48の規定による分割後の課

税標準額）を記載すること。 

７ 「⑨ 不均一あん分」の欄には、「⑥ 従業者の数」の欄中Ａ、Ｂ及びＣの

数の合計に占めるＡの数の割合又は「⑦ 固定資産」の欄中Ｅの金額に占める

Ｄの金額の割合を分数で記載すること。 

８ 「⑩ あん分課税標準額」の欄中、上段には「⑧ 課税標準額」の欄の金額

に「⑨ 不均一あん分」の割合を乗じた金額を、下段には「⑧ 課税標準額」

の欄の金額に１から「⑨ 不均一あん分」の欄の数を減じた数の割合を乗じた

金額を記載するものとし、その金額に千円未満の端数があるとき、又はその全

額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てること。 

９ 「⑪ 税率」の欄中、上段には不均一課税に係る税率として千葉県半島振興

対策実施地域県税不均一課税条例第２条各号に定める税率を、下段には不均一

課税を行わない場合に適用される税率を記載すること。 

10 「⑫ あん分税額」の欄中、上段には「⑩ あん分課税標準額」の欄の上段

の金額に「⑪ 税率」の欄の上段の率を乗じた金額を、下段には「⑩ あん分

課税標準額」の欄の下段の金額に「⑪ 税率」の欄の下段の率を乗じた金額を

それぞれ記載するものとし、それらの金額に百円未満の端数があるとき、又は

それらの全額が百円未満であるときは、それらの端数金額又はそれらの全額を

切り捨てること。 

11 「⑬ 本来の税額」の欄には、不均一課税を行わない場合に納付することと

なる税額を記載すること。 

12 「⑭ 不均一税額」の欄には、「⑫ あん分税額」の欄の上段と下段の金額

を合計した金額を記載すること。 

13 この届出書に千葉県半島振興対策実施地域県税不均一課税条例施行規則第２

条各号に掲げる書類を添付して提出すること。 

  



（改正後） 

第一号様式（第二条） 

 

 

その三 

 

受 付 

印 

（表）       

 

半島振興対策実施地域県税不均一課税に関する届出書       

（不動産取得税）     

年  月  日 

千葉県  県税事務所長 様 

住 所 （所  在  地）           

氏 名 （名    称）           

（代表者の氏名）         

千葉県半島振興対策実施地域県税不均一課税条例第５条の規定により、次のとお

り届け出ます。 

① 新設し、又は増設し

た設備に係る事業の種

類、事務所又は事業所

の名称及び所在地 

事 業 の 種 類  

事務所又は事業所の名称  

所 在 地  

② ①の設備を新設し、又は増設した日 年  月  日 

③ ①の設備を事業の用に供した日 年  月  日 

④ ①の設備を構成する

減価償却資産（所得税

法施行令第６条第１号

から第７号まで又は法

人税法施行令第13条第

１号から第７号までに

掲げるものに限る。）

の取得価額 

種 類 取  得  価  額 

建 物 及 び そ の 附 属 設 備 円 

構 築 物  

機 械 及 び 装 置  

車 両 及 び 運 搬 具  

工 具、器 具 及 び 備 品  

  

合 計  

⑤

 

家

 
 
 

屋 

所      在 家 屋 番 号 種 類 構 造 床 面 積 

    ・  ㎡ 

    ・  ㎡ 

    ・  ㎡ 

取得年月日 年  月  日 
取得の原因及

び 使用 目的 

 

取 得 価 額 円 

⑥

 

土

 
 
 

地 

所           在 地 番 地 目 地 積 

   ・  ㎡ 

   ・  ㎡ 

   ・  ㎡ 

取得年月日 年  月  日 

取得の原因及

び 使用 目的 

 

取 得 価 額 円 

家屋の建設に

着 手し た日 

年  月  日 

備 考 

（改正前） 

第一号様式（第二条） 

 

 

その三 

 

受 付 

印 

（表）       

 

半島振興対策実施地域県税不均一課税に関する届出書       

（不動産取得税）     

年  月  日 

千葉県  県税事務所長 様 

住 所 （所  在  地）           

氏 名 （名    称）           

（代表者の氏名）        ○印  

千葉県半島振興対策実施地域県税不均一課税条例第５条の規定により、次のとお

り届け出ます。 

① 新設し、又は増設し

た設備に係る事業の種

類、事務所又は事業所

の名称及び所在地 

事 業 の 種 類  

事務所又は事業所の名称  

所 在 地  

② ①の設備を新設し、又は増設した日 年  月  日 

③ ①の設備を事業の用に供した日 年  月  日 

④ ①の設備を構成する

減価償却資産（所得税

法施行令第６条第１号

から第７号まで又は法

人税法施行令第13条第

１号から第７号までに

掲げるものに限る。）

の取得価額 

種 類 取  得  価  額 

建 物 及 び そ の 附 属 設 備 円 

構 築 物  

機 械 及 び 装 置  

車 両 及 び 運 搬 具  

工 具、器 具 及 び 備 品  

  

合 計  

⑤

 
家 

 
 

屋

 

所      在 家 屋 番 号 種 類 構 造 床 面 積 

    ・  ㎡ 

    ・  ㎡ 

    ・  ㎡ 

取得年月日 年  月  日 
取得の原因及

び 使用 目的 

 

取 得 価 額 円 

⑥

 

土 
 
 

地

 

所           在 地 番 地 目 地 積 

   ・  ㎡ 

   ・  ㎡ 

   ・  ㎡ 

取得年月日 年  月  日 

取得の原因及

び 使用 目的 

 

取 得 価 額 円 

家屋の建設に

着 手し た日 

年  月  日 

備 考 

 



（改正後） 

第一号様式（第二条） 

 

（裏） 

注 

１ この届出書は、事業の用に供した一の設備ごとに作成すること。 

２ 「住所（所在地）」の欄には、主たる事務所又は事業所（以下「事務所等」と

いう。）の所在地（国内に主たる事務所等を有しない者又は外国法人にあって

は、事業の経営の責任者が主として執務する事務所等の所在地）を記載するこ

と。 

３ 「⑥ 土地」の欄に記載する土地は、特別償却設備である家屋の垂直投影部

分に限られること。また、「家屋の建設に着手した日」の欄には、当該家屋の

敷地においてその建設に直接必要な

やり

遺形、根切り又は

くい

杭打ちのいずれかの工事

が最初に行われた日を記載すること。 

４ この届出書に千葉県半島振興対策実施地域県税不均一課税条例施行規則第２

条各号に掲げる書類を添付して提出すること。 

（改正前） 

第一号様式（第二条） 

 

（裏） 

注 

１ この届出書は、事業の用に供した一の設備ごとに作成すること。 

２ 「住所（所在地）」の欄には、主たる事務所又は事業所（以下「事務所等」と

いう。）の所在地（国内に主たる事務所等を有しない者又は外国法人にあって

は、事業の経営の責任者が主として執務する事務所等の所在地）を記載するこ

と。 

３ 「⑥ 土地」の欄に記載する土地は、特別償却設備である家屋の垂直投影部

分に限られること。また、「家屋の建設に着手した日」の欄には、当該家屋の

敷地においてその建設に直接必要な

やり

遺形、根切り又は

くい

杭打ちのいずれかの工事

が最初に行われた日を記載すること。 

４ この届出書に千葉県半島振興対策実施地域県税不均一課税条例施行規則第２

条各号に掲げる書類を添付して提出すること。 

５ 個人が届け出る場合は、届出者の氏名を自署することにより、押印を省略す

ることができる。 



（改正後） 

第一号様式（第二条） 

その四 

 

 

受 付 

印 

（表）       

 

半島振興対策実施地域県税不均一課税に関する届出書       

（固定資産税）     

年  月  日 

千葉県  県税事務所長 様 

住 所 （所  在  地）           

氏 名 （名    称）           

（代表者の氏名）         

千葉県半島振興対策実施地域県税不均一課税条例第５条の規定により、次のとお

り届け出ます。 

① 新設し、又は増設した

設備に係る事業の種類、

事務所又は事業所の名称

及び所在地 

事 業 の 種 類  

事務所又は事業所の名称  

所 在 地  

② ①の設備の取得年月

日、取得の原因及び使用

目的並びに当該設備を事

業の用に供した日 

取 得 年 月 日 年  月  日 

取得の原因及び使用目的  

事業の用 に供 した 日 年  月  日 

③

 

償

却

資

産

の

種

類

及

び

取

得

価

額

 

種 類 

 取 得 価 額   

④ 前年前

に取得し

たもの 

⑤ 前年中

に減少し

たもの 

⑥ 前年中

に取得し

たもの 

計 

④－⑤＋⑥ 

構 築 物 
円 円 円 円 

機 械 及 び 装 置     

車 両 及 び 運 搬 具     

工具、器具及び備品     

     

合 計     

備 考 

 

（改正前） 

第一号様式（第二条） 

その四 

 

受 付 

印 

（表）       

 

半島振興対策実施地域県税不均一課税に関する届出書       

（固定資産税）     

年  月  日 

千葉県  県税事務所長 様 

住 所 （所  在  地）           

氏 名 （名    称）           

（代表者の氏名）        ○
印
 

千葉県半島振興対策実施地域県税不均一課税条例第５条の規定により、次のとお

り届け出ます。 

① 新設し、又は増設した

設備に係る事業の種類、

事務所又は事業所の名称

及び所在地 

事 業 の 種 類  

事務所又は事業所の名称  

所 在 地  

② ①の設備の取得年月

日、取得の原因及び使用

目的並びに当該設備を事

業の用に供した日 

取 得 年 月 日 年  月  日 

取得の原因及び使用目的  

事業の用 に供 した日 年  月  日 

③

 
償

却

資

産

の

種

類

及

び

取

得

価

額

 

種 類 

 取 得 価 額   

④ 前年前

に取得し

たもの 

⑤ 前年中

に減少し

たもの 

⑥ 前年中

に取得し

たもの 

計 

④－⑤＋⑥ 

構 築 物 
円 円 円 円 

機 械 及 び 装 置     

車 両 及 び 運 搬 具     

工具、器具及び備品     

     

合 計     

備 考 



（改正後） 

第一号様式（第二条） 

 

（裏） 

注 

１ この届出書は、事業の用に供した一の設備ごと（当該設備が２以上の市町村

にまたがる場合は当該市町村ごと）に作成すること。 

２ 「住所（所在地）」の欄には、主たる事務所又は事業所（以下「事務所等」

という。）の所在地（国内に主たる事務所等を有しない者又は外国法人にあっ

ては、事業の経営の責任者が主として執務する事務所等の所在地）を記載する

こと。 

３ 「③ 償却資産の種類及び取得価額」の欄中、「④ 前年前に取得したも

の」、「⑤ 前年中に減少したもの」及び「⑥ 前年中に取得したもの」の各欄

は、償却資産申告書（地方税法施行規則第26号様式）中の(イ)、(ロ)及び(ハ)

の各欄にそれぞれ対応するものであること。 

４ この届出書に千葉県半島振興対策実施地域県税不均一課税条例施行規則第２

条各号に掲げる書類を添付して提出すること。 

 

   

（改正前） 

第一号様式（第二条） 

 

（裏） 

注 

１ この届出書は、事業の用に供した一の設備ごと（当該設備が２以上の市町村

にまたがる場合は当該市町村ごと）に作成すること。 

２ 「住所（所在地）」の欄には、主たる事務所又は事業所（以下「事務所等」

という。）の所在地（国内に主たる事務所等を有しない者又は外国法人にあっ

ては、事業の経営の責任者が主として執務する事務所等の所在地）を記載する

こと。 

３ 「③ 償却資産の種類及び取得価額」の欄中、「④ 前年前に取得したも

の」、「⑤ 前年中に減少したもの」及び「⑥ 前年中に取得したもの」の各欄

は、償却資産申告書（地方税法施行規則第26号様式）中の(イ)、(ロ)及び(ハ)

の各欄にそれぞれ対応するものであること。 

４ この届出書に千葉県半島振興対策実施地域県税不均一課税条例施行規則第２

条各号に掲げる書類を添付して提出すること。 

５ 個人が届け出る場合は、届出者の氏名を自署することにより、押印を省略す

ることができる。 

 

   


